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ハローワークから始まるお仕事探し・人材確保 

宇佐公共職業安定所広報 

2024 年 4 月号 
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《事業主の皆さまへ》 

 
 

◆ 2024(令和6)年4月1日から2025(令和7)年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。 

● 失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに引き続き6/1,000です。 

（農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は7/1,000です。）。 

● 雇用保険二事業の保険料率（事業主のみ負担）も、引き続き3.5/1,000です。 

（建設の事業は4.5/1,000です。）。 

 
前年度と 
同率だよ! 

※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については
一般の事業の率が適用されます。 

     

負担者 
 
事業の 
種類 

 

   

❶＋❷ 
雇用保険 

料率 

 失業等給付･ 

育児休業給付

の保険料率 

雇用保険 

二事業の 

保険料率 

一般の事業 6/1,000 9.5/1,000 6/1,000 3.5/1,000 15.5/1,000 

農林水産・ 
清酒製造の 

事業 ※ 
7/1,000 10.5/1,000 7/1,000 3.5/1,000 17.5/1,000 

建設の事業 7/1,000 11.5/1,000 7/1,000 4.5/1,000 18.5/1,000 

 

➊ 
労働者負担 

➋ 
事業主負担 

（失業等給付・ 
育児休業給付の 
 保険料率のみ） 

●ハローワーク宇佐 
 〒879-0453 宇佐市大字上田 1055-1 
            宇佐合同庁舎 1階 
 ☎0978-32-8609 
 開庁時間：8：30～17：15（月～金） 
     （祝日、年末年始は休み） 

 
●豊後高田市ふるさとハローワーク 
 〒879-0628 豊後高田市新町 1007-4 
      豊後高田市勤労青少年ホーム内 
 ☎0978-22-2342 
 開庁時間：9：30～17：00（月～金） 
     （祝日、年末年始は休み） 
※職業の相談・紹介のみ取り扱っています。 



  月刊ハローワーク宇佐 

- 2 - 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
《事業主の皆さまへ》 

精神障害、発達障害のある方々の雇用は、年々増加しています。 

これらの方々が職場で安心して働き続けるためには、一緒に働く労働者がその障害特性等に

ついて理解し、共に働く上での配慮があることが大切です。 

大分労働局では、一般の従業員の方を主な対象として、精神障害、発達障害者に関して理解

していただき、職場内において精神・発達障害者を温かく見守り支援する応援者（精神・発達障害

者しごとサポーター）となっていただくための講座を実施しています。 

費用は 
無料です 

｢精神疾患（発達障害を含む）の種類」、「精神・発達障害の特性」、｢共に働く上でのポイント

（コミュニケーション方法）」等について 
内 容 

メリット 精神・発達障害についての基礎知識や一緒に働くために必要な配慮などを短時間で学ぶこと

ができます。 

講座時間 概ね 90 分程度  

企業に雇用されている方であれば、どなたでも受講可能です。 
※今現在、障害のある方と一緒に働いているかどうか等は問いません。 

受講対象 

講 座 の
種 類 

集合講座 ハローワーク大分にて実施します。（開催日等は労働局ＨＰでご確認ください。） 

講師が事業所に出向きます。（事業所単位で、直接お申し込みください。） 出前講座 

■開催日等の確認、お申し込みは大分労働局ホームページをご覧下さい。 

大分労働局 職業対策課 097-535-2090 

■まず基礎知識を学びたい 

3 
《事業主の皆さまへ》 

毎年４月は雇用保険関係手続の最繁忙期となり、ハローワーク窓口が大変混雑いたします。 
雇用保険関係手続（電子申請を含む）の迅速な処理のため、事業主・社会保険労務士・労働保険事務組合の皆様

におかれましては、以下の点につきまして、ご理解・ご協力をよろしくお願いします。 

 

◇ハローワークでは、離職票の発行手続を最優先として行います。 
そのため、資格取得届等の処理には時間がかかる場合があります。 

〇雇用保険の仕組み上、離職した事業所の資格喪失届の処理が終了していない場合や、前事業所の資格喪失
日と再就職先事業所の資格取得日が重複している場合などには、資格取得届の処理を行うことができないの
で、処理に時間を要します。 

〇被保険者番号が不明の場合にも、資格取得届の処理に時間を要することになります。この場合は、あらかじめ
被保険者本人に了解を取った上で、届出の備考欄に職歴のある複数の事業所名を記載していただきますよう
お願いします。 

〇資格取得届の提出は、可能な限り最繁忙期の４月上旬〜中旬を避けてくださいますようお願いします。 
〔例：４月１日に採用した従業員の届出は、４月下旬以降〕 
※雇用保険法施行規則第６条の規定により、被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月１０日まで
に提出が必要です。この範囲内でご協力をお願いします。 

 以下のような場合は特に時間を要しますのでご注意ください！ 

 資格取得届は、可能な限り４月上旬～中旬を避けて提出をお願いします！ 

＊来所による届出・申請は、可能な限り16時までに提出いただきますようご協力をお願いします！ 

 

〇添付書類の不足、記載漏れ等のある申請、管轄ハローワークを誤って申請がなされた場合には、原則、「修正
指示」により理由を付した上で返戻をします。 
また、電子申請を行う際は、申請書類を提出する前に「申請データ保存」を行うことをお勧めします。ハローワ
ークから「修正指示」により返戻があった場合に、その後の修正手続きをスムーズに行うことができます（利用
されているソフトにより一部相違あり）。 
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4 
《事業主の皆さまへ》 

5 
《求職者の皆さまへ》 

事 前 
申込み 

当日 
受付 

事前 
予約 
 

当日 
受付 

事前 
予約 
 

当日 
参加 
 

求職活動の進め方、応募書類作成・模擬面接の実施な
ど、専門講師によるセミナー（定員８名） 

【申込み】ハローワーク宇佐まで 

ブランクが長いなど看護職への就職についての不安、
悩み、施設見学などの相談・情報提供 【問】大分県看護

協会 大分県ナースセンター ☎097-574-7136 

4/23（火） 4/10（水） 

福祉職場への就職についての不安、悩み、資格や職場
体験などの相談・情報提供 

【問】大分県福祉人材センター ☎097-552-7000 

働くことに悩みを抱えている方へのコンサルティン
グ、就職に向けてサポート（15～49 歳対象） 【予約】お

おいた地域若者サポートステーション ☎097-533-2622 

13:30～15:30 セミナー 15:30～16:30 個別相談 10:00～12:00 

4/9・23（火） 
10:00～12:00 

4/17（水） 
11:00～16:00 

予約不要、応募書類（履歴書等）不要、入退室自由。事

業所から直接話を聞くことができるよい機会です。参

加事業所はハローワークで確認できます。 

4/1・8・15・22（月） 4/11(木) 

①14:15～  ②15:30～ 

就職に対する心理的不安に専門の臨床心理士による相
談・アドバイスなど 【予約】ハローワーク宇佐まで 

4/16・30（火） 4/18・25（木） 

9:00～12:00  13:00～16:00 
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【令和6年2月】

年月・増減率

 項 目

　

R05/
２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

Ｒ06/
１月 ２月

1,312 1,408 1,386 1,364 1,277 1,265 1,271 1,257 1,224 1,216 1,140 1,226 1,314

1,716 1,644 1,545 1,417 1,374 1,375 1,407 1,374 1,398 1,373 1,469 1,484 1,532

1.31 1.17 1.11 1.04 1.08 1.09 1.11 1.09 1.14 1.13 1.29 1.21 1.17

1.44 1.45 1.43 1.43 1.42 1.41 1.40 1.39 1.42 1.41 1.41 1.41 1.40

※パートを含む全数。　　　※県の有効求人倍率は、季節調整値（令和5年12月以前の値は、新季節調整値に改定されています。）。

有効求人倍率　　　

県・有効求人倍率　

○　新規求職者数は対前年同月比7.8％減少し、新規求人数は23.9％減少しました。

○　月間有効求職者数は対前年同月比0.2％増加し、月間有効求人数は10.7％減少しました。

○　新規求人数を産業別に対前年比でみると、建設業（▲37.9％）、製造業(▲33.1％）、情報通信業、運輸業・郵便業（▲50.0％）、卸
売・小売業、宿泊業・飲食サービス業（▲27.6％）、医療・福祉（▲2.4％）、サービス業（▲38.2％）で減少しました。

有効求職者数　　　

有効求人数　　　　

注）高齢者とは55歳以上65歳未満の者の数となります。

14 ▲ 28.6

○　２月の有効求人倍率は1.17倍となり、前年同月比で0.14Ｐ減少しました。

雇
用
保
険
関
係

　資格取得者数 279 240 275

　　うち事業主都合離職者 10 22

259 360 244

1.5

　資格喪失者数

323 269

6.1

42.9

　受給者実人員

職
業
紹
介
関
係

　新規求職申込件数 364 366 395

　有効求人倍率 1.04

13.8

763 ▲ 15.2

　資格決定件数 110 80 77

パ
ー
ト 1.23

　月間有効求職者数

306

1.06

620 565 618

▲0.19p

0.75

　月間有効求職者数 321 294

▲0.12p

0.3

　月間有効求人数 647 597

　常用有効求人倍率 0.70 0.82

4.9

　月間有効求人数 224 221 251 ▲ 10.8

今  月 前  月 前年同月
対前年同月
増減率(%)

0.2

　新規求人数

306

　有効求人倍率(全国） 1.26 1.27 1.34 ▲0.08p

高
齢

(

注

)

▲0.14p

　有効求人倍率(大分県） 1.40 1.41 1.44 ▲0.04p

1.21

477 588

　有効求人倍率(管内） 1.17

　就職件数 145 124

1.31

627 ▲ 23.9

▲ 7.8

　月間有効求職者数 1,314 1,226 1,312

186

1,484 1,716　月間有効求人数 1,532 ▲ 10.7

▲ 22.0
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Ｒ06/

１月 ２月

有効求職者数 有効求人数 有効求人倍率 県・有効求人倍率

労働市場の状況（管内の求人・求職）
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